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●
高
島
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
案

●
高
島
市
附
属
機
関
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
案

●
高
島
市
体
育
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に
よ

り
、
今
年
10
月
か
ら
送
付
さ
れ
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

と
、
来
年
１
月
か
ら
申
請
に
よ
り

取
得
で
き
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

再
交
付
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る

も
の
で
す
。 総　務

常任委員会

委員長  福井節子

産業建設
常任委員会

委員長 吹田　薫

文教福祉
常任委員会

委員長 森脇　徹

可決
すべき

可決
すべき

可決
すべき

本会議での討論

賛
成

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
特
定
個
人
情

報
に
つ
い
て
、
適
正
な
取
扱
い
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も

の
で
あ
り
、
従
来
よ
り
も
さ
ら
に
厳
格

な
保
護
措
置
が
規
定
さ
れ
る
等
、
厳
正

な
管
理
と
適
切
な
運
用
が
図
れ
る
も
の

で
あ
る
た
め
賛
成
す
る
。

反
対

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
個
人
情
報

の
管
理
と
負
担
増
に
つ
な
が
り
、
情
報

保
護
は
担
保
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
流
出

時
の
賠
償
な
ど
事
業
者
の
負
担
も
大
き

く
、
体
制
が
整
っ
て
い
な
い
自
治
体
も

多
い
。
国
民
の
理
解
が
広
が
ら
な
い
制

度
を
急
ぐ
必
要
は
な
い
た
め
反
対
す
る
。

日
本
共
産
党
高
島
市
議
団森

脇　

徹

え
え
と
こ
高
島

大
日　

翼

　
「
高
島
市
環
境
セ
ン
タ
ー
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
の
濃
度
の
基
準
超
過
に
関

す
る
第
三
者
調
査
委
員
会
」
が
、
環

境
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
お
け
る

是
正
措
置
お
よ
び
再
発
防
止
等
に
関

し
て
の
最
終
報
告
を
も
っ
て
、
担
任

す
る
事
務
の
調
査
審
議
を
全
て
終
え

た
こ
と
か
ら
、
当
該
委
員
会
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

　

環
境
セ
ン
タ
ー
の
適
正
な
管
理
運

営
に
向
け
て
の
組
織
体
制
づ
く
り
等

に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
「
可

決
す
べ
き
も
の
」と
決
定
し
ま
し
た
。

　

今
津
北
運
動
広
場
に
つ
い
て
、
利
用
者

の
減
少
お
よ
び
夜
間
照
明
等
の
設
備
が
老

朽
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
地
元
北
仰
区
へ

譲
与
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
条
例
か
ら
削

除
し
体
育
施
設
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
す

る
も
の
で
す
。

　

教
育
委
員
会
か
ら
協
議
経
過
等
の
説
明

を
受
け
た
後
、「
補
助
金
等
に
係
る
予
算

の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
上
の

課
題
は
な
い
の
か
、
ま
た
、
バ
ッ
ク
ネ
ッ

ト
や
照
明
設
備
を
撤
去
す
る
こ
と
の
周
知

は
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
「
可
決
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。
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採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
全
員
賛
成
で

「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

●
高
島
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に
伴
い
、
地
方

公
共
団
体
は
、
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の

適
正
な
取
り
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
特
定
個
人
情
報
等
に
つ
い
て
の
定
義

を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
特
定
個
人
情
報
お

よ
び
情
報
提
供
等
記
録
の
利
用
・
提
供
制
限
・

開
示
・
訂
正
・
利
用
停
止
等
に
つ
い
て
の
規

定
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。


